
（西暦）

２０２４年度　文星芸術大学　美術学部　 様式 ５ 号

　下記の者は、学校教育法第１３２条に定める大学編入学受験資格に該当

するので、貴学への ２０２４年度、２年次・３年次編入学試験の受験資格を

有することを証明する。


